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内部統制に係る基本方針の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、内部統制に係る基本方針の一部改定を下記のとおり決議いた

しましたのでお知らせいたします。なお、変更箇所は下線にて示しております。 

 

記 

 

旧 新 

内部統制に係る基本方針について 

【取締役の職務に関する事項】 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制 

①当社は、グループ経営戦略室担当役員を法令順

守に係る統括責任者とし、「法令・社内標準等順

守規定」に基づき、取締役の職務の執行が関係

法令、定款、社内標準等に適合する法令順守体

制を維持・推進する。 

内部統制に係る基本方針について 

【取締役の職務に関する事項】 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制 

①当社は、事業支援本部担当役員を法令順守に係

る統括責任者とし、「法令・社内標準等順守規定」

に基づき、取締役の職務の執行が関係法令、定

款、社内標準等に適合する法令順守体制を維

持・推進する。 

１②～６② 

（条文省略） 

１②～６② 

（現行どおり） 

６．当社並びに当社の子会社から成る企業集団に

おける業務の適正を確保するための体制 

③グループ経営戦略室担当役員は、当社の子会社

にかかわるグループ戦略会議を定期的に招集・

開催して、円滑な情報交換を図ることにより、

当社の子会社各社の業務の適正化を推進する。 

６．当社並びに当社の子会社から成る企業集団に

おける業務の適正を確保するための体制 

③事業支援本部担当役員は、当社の子会社にかか

わるグループ戦略会議を定期的に招集・開催し

て、円滑な情報交換を図ることにより、当社の

子会社各社の業務の適正化を推進する。 

７～11 

（条文省略） 

７～11 

（現行どおり） 

 

以上 


